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７ 仮設調整池の位置について 
仮設調整池は、図 ７-1 に示すとおり各流域の流末付近に設置する計画です。 

 

 
図 ７-1 仮設調整池の位置 
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８ 仮設調整池の出口での土砂の残留率について（２） 
（１）環境影響評価書における見直し案 

審査会でのご指摘を受けて補足資料として提出した内容を踏まえ、準備書の該当箇所の内容を見直

し、次のとおり修正します。準備書からの変更点は、太字下線で示します。 

 

⑤ 予測条件 

ア. 本事業の集水区域の対象範囲 

流域ごとに設置する仮設調整池に流入する雨水の集水区域の面積については、表 6.8-15 に示すとお

りです。また、矢指川流域の土地利用については、自然的な利用を計画しているため、仮設調整池の

対象とはしないこととしました。 

集水区域の流域の状況は、前掲図 6.8-5（p.6.8-23 参照）に示すとおりです。 

仮設調整池は、前掲図 6.8-5（p.6.8-23 参照）に示すとおり各流域の流末付近に設置する計画です。 

 

イ. 仮設調整池の諸元 

工事により発生する雨水排水（濁水）は、公共下水道に排出する計画ですが、排水管の敷設・接続

工事が完了するまでは、仮設調整池へ集水し一定時間滞留させ、土粒子を十分に沈降させた後、上澄

み水を公共用水域に放流する計画です。 

仮設調整池の諸元は表 6.8-15 に示すとおりです。 

 

表 6.8-15 仮設調整池の諸元 

仮設調整池の 
名称 

流域 
集水区域の面積 

（ha） 
仮設調整池の貯留容量 

（㎥） 
仮設調整池１ 堀谷戸川 7.66 4,800 
仮設調整池２ 相沢川 32.19 4,500 
仮設調整池３ 和泉川 20.98 4,700 
仮設調整池４ 大門川 1.9 2,700 

 

ウ. 集水区域の雨水流出係数 

国土交通省告示による雨水流出係数は、表 6.8-16 示すとおりです。 

対象事業実施区域においては、土地区画整理事業によって造成が行われます。本事業では必要に応

じて不陸の整正や整地作業など実施して施設整備を行う計画です。なお、施設の整備にあたり、構造

物の基礎の掘削などの作業土工を行います。 

本事業の工事は対象事業実施区域をいくつかの工区に分けて段階的に行います。土地区画整理事業

の造成工事後、園路や建築施設等、本事業で速やかな施工を行う区域（以下、「造成裸地」とする）

は、雨水流出係数（0.5）を用いました。道路擦り付け部等、本事業で速やかな施工を行わない区域

（以下、「造成緑地」とする）は、土地区画整理事業により造成終了後に緑地の回復が行われる計画

であることから、雨水流出係数（0.4）を用いました。また、既存樹林を保全し、本事業及び土地区画

整理事業で改変を行わない区域（以下、「非改変区域」とする）についても、雨水流出係数（0.4）を

用いました。 
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表 6.8-16 集水区域の雨水流出係数と面積 

土地利用 

の区分 

雨水 

流出 

係数 

SS の発生濃

度（原単位） 

（mg/L） 

集水区域の面積（ha） 

備 考 
仮設調整池 1 

（堀谷戸川） 

仮設調整池 2 

（相沢川） 

仮設調整池 3 

（和泉川） 

仮設調整池 4 

（大門川） 

造成裸地 0.5 2,000 0.99 9.23 5.53 0 

出典における「ローラそ

の他これに類する建設機

械を用いて締め固められ

た土地」の流出係数を設

定 

造成緑地 0.4 200 注１ 3.41 0.75 1.49 1.90 

出典における「人工的に

造成され植生に覆われた

法面」の流出係数を設定 

非改変 

区域 
0.4 200 注１ 3.26 22.21 13.96 0 

出典における「人工的に

造成され植生に覆われた

法面」の流出係数を設定 

集水区域で発生する 

SS 濃度（mg/L）注２ 
481.69 802.00 765.40 200.00 - 

注１：「道路環境影響評価手法「7. 水質 7.4 切土工事等、工事施工ヤードの設置、及び工事用道路等の設置に係る水の

濁り」に関する参考資料（国総研資料大 594 号）を踏まえて、植栽範囲では９割程度の低減が図られるとし、

200mg/Lを設定しました。当該文献は、裸地法面で平均310mg/Lに対し、植栽法面では平均20mg/Lとなっており、

９割以上の削減となっています。 

注２：各仮設調整池の集水区域で発生する浮遊物質量は、以下のとおり計算しました。 

集水区域で発生する浮遊物質量＝2000×(造成裸地からの濁水量/集水区域全体の濁水量) 

＋200×(造成緑地及び非改変区域からの濁水量/集水区域全体の濁水量) 

資料：「流出雨水量の最大値を算出する際に用いる土地利用形態ごとの流出係数を定める告示」 

（平成 16 年国土交通省告示第 521 号） 

 

エ. 時間雨量 

対象事業実施区域の最寄り気象官署であるアメダス海老名観測所の過去 30 年間時間雨量の最大値を

基に、豪雨時の１時間降水量(102mm)を設定しました。 

日常的な降雨時については、既存資料（「降雨の時間特性に関する研究」（水工学論文集第 47 巻 土

屋ら 平成 15 年２月））により関東地方平野部における一降雨時あたり最大１時間降水量の平均値

（7.1mm）を設定しました。 

 

表 6.8-17 時間雨量 

降雨の区分 時間雨量 備 考 資料 

豪雨時 
102mm/

時 
アメダス海老名観測所における平成５年～令和４年まで
の１時間降水量の最大値 

1 

日常的な降雨時 7.1mm/時 
関東地方平野部における一降雨時当たり最大１時間降水
量の平均値 

2 

資料：１．「各種データ・資料、過去の気象データ検索」（気象庁ホームページ 令和５年２月閲覧） 

２．水工学論文集「降雨の時間特性に関する研究」（水工学論文集第 47巻 土屋ら 平成 15 年２月） 
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図 6.8-5 予測地点  

注１：本図は、準備書の「②予測地域・地点」（p.6.8-21）に掲載します。 
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オ. 集水区域で発生する浮遊物質量 

本事業の工事は対象事業実施区域をいくつかの工区に分けて段階的に行います。そのため、土地利用

区分を造成裸地、造成緑地、非改変区域の 3 つに区分し、それぞれ浮遊物質量の発生濃度（原単位）を

設定しました。 

日常的な降雨時、豪雨時ともに、造成裸地は前掲表 6.8-4（p.6.8-8）を参考に最大値である

2,000mg/L を設定しました。造成緑地は、土地区画整理事業により造成終了後に緑地の回復が行われ

る計画であることから、「道路環境影響評価手法「7. 水質 7.4 切土工事等、工事施工ヤードの設置、

及び工事用道路等の設置に係る水の濁り」に関する参考資料（国総研資料大 594 号）注１を踏まえて、

植栽範囲では９割程度の低減が図られるとし、200mg/L を設定しました。非改変区域も造成緑地と同

様に 200mg/L を設定しました。 

集水区域で発生する浮遊物質量は前掲表 6.8-16 に示すとおり、仮設調整池１（堀谷戸川）は

481.69mg/L、仮設調整池２（相沢川）は 802.00mg/L、仮設調整池３（和泉川）は 765.40mg/L、仮設

調整池４（大門川）は 200.00mg/L です。 

なお、工事排水は速やかに公共下水道に接続できない場合も想定され、造成緑地の一部では、局所的

な植栽工事等を実施しますが、該当工事の施工期間は短期間であり、排水管の敷設・接続工事の完了後

は、順次、排水管により工事排水を公共下水道に排出し、二次整備工事開始時は、全ての工事排水を公

共下水道に排出することから、発生する浮遊物質量は前掲表 6.8-16 で設定した値を大きく上回ることは

ないと想定します。 
 
注１：当該文献は、裸地法面で平均 310mg/L に対し、植栽法面では平均 20mg/L となっており、９割以上の削減と

なっています。 
注２：各仮設調整池の集水区域で発生する浮遊物質量は、以下のとおり計算しました。 

集水区域で発生する浮遊物質量＝2000×(造成裸地からの濁水量/集水区域全体の濁水量) 
＋200×(造成緑地及び非改変区域からの濁水量/集水区域全体の濁水量) 

 

カ. 仮設調整池の出口での土砂の残留率 

仮設調整池の出口での土砂の残留率は、各仮設調整池での滞留時間と土壌の沈降試験結果（前掲表

6.8-7 及び図 6.8-6）から設定しました。 

本事業の工事は土地区画整理事業の造成工事によって表土が剥ぎ取られた後に着手することから、土

壌の沈降試験に用いた土質サンプル（前掲表 6.8-3（p.6.8-8）参照）と同様の粒度組成の土壌が流出す

ると想定しました。粒径が同じ土砂の沈降速度は同じであるため、図 6.8-6 に示す初期濃度 2,000mg/L

の土壌の沈降試験から算出される近似式を用いて土砂の残留率を算出し、算出した残留率を初期濃度

200.00～802.00mg/L にかけることで、仮設調整池出口での SS 濃度の予測値を算出しました。 

ただし、SS 濃度が 10mg/L 以下の低濃度の範囲では横ばいになる傾向が見られ、近似式のとおりに

SS 濃度が減少しないことが想定されることから、安全側をみて仮設調整池の出口での SS 濃度の最小値

は 10mg/L としました。 
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注１：地点 2の近似式と地点 4の近似式はほぼ重複しています。Ｒは相関係数です。 

仮設調整池出口での残留率 Pは、各調整池における滞留時間経過後 SS濃度／初期 SS濃度（＝2000mg/L）で求

めました。 

図 6.8-6 滞留時間（経過時間）と SS濃度との関係 

 

⑥ 予測結果 

ア．工事の実施に伴う公共用水域の水質（浮遊物質量） 

仮設調整池の出口での浮遊物質量（SS）は、表 6.8-18 に示すとおりです。 

豪雨時におけるSS濃度は10.0～57.8mg/L、日常的な降雨時における SS濃度は、10.0～16.8mg/Lと

予測されます。 

豪雨時及び日常的な降雨時における仮設調整池出口での濃度は、市条例の工事排水の水質に係る規

制基準（70mg/L 以下）以下となることから、豪雨時及び日常的な降雨時においては、本事業の工事時

の雨水の排水に起因する基準値の超過はないものと予測します。 

 

 近似式 土質１： 𝑦 = 748.27𝑥−0.463              𝑅2 = 0.9740  
     土質２： 𝑦 = 575.76𝑥−0.584              𝑅2 = 0.9664 
     土質３： 𝑦 = 599.40𝑥−0.542              𝑅2 = 0.9860 
     土質４： 𝑦 = 561.66𝑥−0.583              𝑅2 = 0.9681 
     土質５： 𝑦 = 384.13𝑥−0.598              𝑅2 = 0.9701 

近似式 地点 1 
    地点 2 

地点 3 
地点 4 
地点 5 

◆ 地点 1 

× 地点 2 

○ 地点 3 

△ 地点 4 

● 地点 5 
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表 6.8-18(1) 仮設調整池の出口での浮遊物質量(SS)の予測結果（豪雨時） 

処理施設 流域 

集水区域
面積 

 
（ha） 

仮設調整池 
への濁水の 

流入量 
（㎥/min） 

集水区域で 
発生する 
SS 濃度
（mg/L） 

仮設調整池 
の滞留時間 
（min） 

仮設調整池の 
出口での土砂の 

残留率注１ 
(％) 

仮設調整池の
出口での SS 
（計算値） 
（mg/L） 

仮設調整池の
出口での SS 
（見直し後） 
（mg/L）注１ 

仮設調整池１ 堀谷戸川 7.66 53.8 481.69 89.3 1.31(地点 5) 6.3 10.0 

仮設調整池２ 相沢川 32.19 234.6 802.00 19.2 5.02(地点 4) 40.2 40.2 

仮設調整池３ 和泉川 20.98 152.1 765.40 30.9 7.64(地点 1)注２ 57.8 57.8 

仮設調整池４ 大門川 1.9 12.9 200.00 209.0 1.27(地点 2) 2.5 10.0 

注１：仮設調整池の出口での土砂の残留率の欄の（ ）内は、残留率の設定に用いた土質調査地点を示しています。 
注２：土質調査結果が得られていない和泉川流域は、影響の大きい地点 1（武蔵野ローム層で粘土質主体）の沈降試験結果を用いました。 
注３：仮設調整池の出口での SS 濃度が 10mg/L 以下になる地点は、不確実性が残るため、安全側をみて仮設調整池の出口での SS 濃度を 10mg/L としました。 

 

表 6.8-18(2) 仮設調整池の出口での浮遊物質量(SS)の予測結果（日常的な降雨時） 

処理施設 流域 

集水区域
面積 

 
（ha） 

仮設調整池 
への濁水の 

流入量 
（㎥/min） 

集水区域で 
発生する 
SS 濃度
（mg/L） 

仮設調整池 
の滞留時間 

 
（min） 

仮設調整池の 
出口での土砂の 

残留率注１ 
(％) 

仮設調整池の
出口での SS 
（計算値） 
（mg/L） 

仮設調整池の
出口での SS 
（見直し後） 
（mg/L）注１ 

仮設調整池１ 堀谷戸川 7.66 3.7 481.69 1282.4 0.27(地点 5) 1.3 10.0 

仮設調整池２ 相沢川 32.19 16.3 802.00 275.6 1.06(地点 4) 8.5 10.0 

仮設調整池３ 和泉川 20.98 10.6 765.40 444.0 2.22(地点 1)注２ 16.8 16.8 

仮設調整池４ 大門川 1.9 0.9 200.00 3002.2 0.27(地点 2) 0.5 10.0 

注１：仮設調整池の出口での土砂の残留率の欄の（ ）内は、残留率の設定に用いた土質調査地点を示しています。 
注２：土質調査結果が得られていない和泉川流域は、影響の大きい地点 1（武蔵野ローム層で粘土質主体）の沈降試験結果を用いました。 
注３：仮設調整池の出口での SS 濃度が 10mg/L 以下になる地点は、不確実性が残るため、安全側をみて仮設調整池の出口での SS 濃度を 10mg/L としました。 
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日常的な降雨時における放流先河川の SS 濃度について、完全混合式により予測した結果を表 6.8-

19 に示します。現況の SS 濃度が高い堀谷戸川以外は、放流先河川の環境基準値（大門川、相沢川及

び和泉川は 100mg/L、堀谷戸川は 25mg/L）を満足する値となっています。また、すべての仮設調整池

で現況の河川濃度を下回る結果となりました。しかしながら、放流先河川へのSSの負荷量としては影

響があるため、環境保全措置を検討するものとします。 

 

表 6.8-19 放流先河川での浮遊物質量(SS)の予測結果（日常的な降雨時） 

処理施設 流域 

現況の日常
的な降雨時
河川流量注１ 
（㎥/min） 

ＱＳ 

現況の 
SS 濃度注１ 
（mg/L） 

 
ＣＳ 

仮設調整池 
からの 

放流量注２ 
（㎥/min） 

Ｑ 

仮設調整池
の出口での
SS 濃度 
（mg/L） 

Ｃ 

放流先河川 
下流での 
SS 濃度 
（mg/L） 

ＣＲ 

仮設調整池１ 堀谷戸川 13.4 305 3.7 10.0 240.5 

仮設調整池２ 相沢川 14.9 35 16.3 10.0 21.9 

仮設調整池３ 和泉川 2.15 23 10.6 16.8 17.9 

仮設調整池４ 大門川 97.8 74 0.9 10.0 73.4 

注１：現況の日常的な降雨時河川流量及び SS 濃度は、既存資料（区画整理）における２回の降雨時調

査における観測値の平均としました。 

注２：仮設調整池への流入量と同じとしました。 

注３：仮設調整池 1の排水は堀谷戸川の支流に排水されますが、当該支流の流量は少なく、仮設調整池

1 からの排水により流量や SS 濃度が支配されるものとみなし、合流後（前掲図 6.8-5 の堀谷戸

川の地点）の濃度を予測しました。 

注４：仮設調整池の出口でのSS濃度が10mg/L以下になる地点は、不確実性が残るため、安全側をみて

仮設調整池の出口での SS 濃度を 10mg/L としました。 

 

6.8.5 評価 

（１）工事の実施に伴う公共用水域の水質（浮遊物質量、水素イオン濃度） 

工事の実施に伴う公共用水域の水質のうち、豪雨時における仮設調整池出口での SS 濃度は、10.0～

57.8mg/L、日常的な降雨時における仮設調整池出口での SS 濃度は、10.0～16.8mg/L と予測され、仮

設調整池出口での濃度は、市条例の工事排水の水質に係る規制基準（70mg/L 以下）以下となること

から、豪雨時及び日常的な降雨時において、本事業の工事時の雨水の排水に起因する基準値の超過は

ないものと予測します。 

また、日常的な降雨時における放流先河川の SS 濃度は、現況の SS 濃度が高い堀谷戸川以外は放流

先河川の環境基準値（大門川、相沢川及び和泉川は 100mg/L、堀谷戸川は 25mg/L）を満足する値と

なっています。また、すべての仮設調整池で現況の河川濃度を下回る結果となりました。 

工事の実施に伴う公共用水域の水素イオン濃度について、コンクリート打設により発生するアルカ

リ排水は、作業現場に個別の集水桝を設ける等の措置を講じ、直接河川への流入を防止するほか、仮

設調整池に排水が流入する場合は、仮設調整池において無機酸系の中和剤を優先的に用いて市条例の

工事排水の水質に係る規制基準以下に処理した上で、公共用水域に排出することから、雨水の排水に

伴う公共用水域の水質（水素イオン濃度）への影響は小さいものと考えられます。 

また、環境保全措置として、裸地の早期緑化、凝集剤の添加、仮設調整池の点検、工事排水の水質

の定期的な測定を実施することで、より一層の低減を図ります。 

以上のことから、環境保全目標「（浮遊物質量（SS））仮設調整池出口は「市条例の工事排水の水質

に係る規制基準」である 70mg/L 以下、放流先河川は大門川、相沢川、和泉川については「生活環境
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の保全に関する環境基準（河川）」である 100mg/L とし、堀谷戸川については現況の水質を大きく悪

化させないこと。」「（水素イオン濃度（pH））工事排水の排出先となる河川の現況の水質を大きく悪化

させないこと。」を達成するものと評価します。 

 

 

（２）事後調査 

本事業の予測では、造成緑地及び非改変区域の浮遊物質量の発生濃度（原単位）を植栽範囲では造

成裸地から９割程度の低減が図られるとし、200mg/L と設定しましたが、植生による SS の除去効果

は、植生の種類・状態、降雨条件及び土壌性状などの諸条件によって異なるため、植生による SS の

除去割合の条件には不確実性があると考えられます。 

また、植生通過後の土壌粒子は、裸地から流出される土壌粒子より小さい可能性が考えられ、その

場合、仮設調整池での滞留時間経過後の土砂の除去率は、植生通過後の土壌の方が裸地から流出され

た土壌よりも低く（残留率が高く）なります。そのため、造成緑地及び非改変区域から流出される土

壌の滞留時間経過後の除去率は、裸地と類似した条件で採取した土壌沈降試験のサンプルよりも低く

なる可能性があり、予測の不確実性があると考えられます。 

以上のことから、予測の不確実性を補い、環境保全措置の効果を高めるため、表 8.1 に示す事後調

査を実施します。なお、公共用水域の水質の事後調査位置について、準備書では予測を行った地点

（仮設調整池の出口４地点及び放流先河川４地点）としていましたが、仮設調整池 1 で処理した工事

排水は、堀谷戸川の合流前の南側の支流に排出することから、仮設調整池１の放流先河川の事後調査

地点を南側の支流の合流前の位置に変更します。また、事後調査地点の一部は土地区画整理事業の事

後調査地点と重なることから、土地区画整理事業の事後調査結果を活用します。 

以上を踏まえ、準備書第 8 章の事後調査項目を選定した理由及び事後調査の内容を次のとおり修正

します。準備書からの変更点は、太字下線で示します。 

 

表 8.1 事後調査項目を選定した理由・選定しない理由（工事中） 

環境影響評価項目 
環境影響要因 

選
定 

選定した理由・選定しない理由 
評価項目 細目 

水質・底質 
公共用水域の
水質 

建設行為等 ○ 

本事業の工事の実施に伴う公共用水域の水質の影
響は、予測条件として整理した仮設調整池の諸元、
植栽範囲で発生する浮遊物質量注１、仮設調整池での
土砂の残留率注２等に不確実性があると考えられるた
め、選定します。 

注１：植生による SS の除去効果は、植生の種類・状態、降雨条件及び土壌性状などの諸条件によって
異なるため、植生による SS の除去割合の条件には不確実性があると考えられます。 

注２：植生通過後の土壌粒子は、裸地から流出される土壌粒子より小さい可能性が考えられ、その場
合、仮設調整池での滞留時間経過後の土砂の除去率は、植生通過後の土壌の方が裸地から流出さ
れた土壌よりも低く（残留率が高く）なります。 
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表 8.2 事後調査の内容（工事中） 
環境影響 
評価項目 

調査項目 調査位置 調査頻度 調査時期 調査方法 
評価 
項目 

細目 

水質・ 
底質 

公共用
水域の
水質 

浮遊物質量
（SS）、水素
イオン濃度
（pH） 

予測を行った地
点（仮設調整池
の出口４地点及
び放流先河川４
地点）注１ 

４季 
（各季 非降雨
時及び降雨時の
２回） 

一次整備工事期間
全体 

「水質調査方法」
（昭和 46 年循水管
30 号）及び「水質汚
濁に係る環境基準に
ついて」（昭和 46 年
環境庁告示第 59
号）に定められた方
法とします。 

注１：仮設調整池１（堀谷戸川）の排水は堀谷戸川の合流前の南側の支流に放流することから、仮設調整池１の放流先

河川の事後調査位置は堀谷戸川の南側の支流の合流前の位置とします。 
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９ 調整池４の設えについて 
本公園の方針には、「上瀬谷の緑と水を基調とした公園」があり、そこでは、既存の樹木や地形、

表土の活用を考慮した施設整備、相沢川の谷戸地形や和泉川の源頭部の環境をいかした生物の生息生

育環境の保全創出をするとしています。そのため、土地区画整理事業が主体となり整備する調整池４

においても、この公園の方針に基づき、土地区画整理事業と調整を行っています。 

現在、和泉川の源頭部は緩やかな起伏の中で、滲み出した伏流水が小水路に流れ出ている状況にあ

り、表 ９-1 及び写真 ９-1 に示すとおり支流①及び③では年間を通して流れが見られますが、支流②

では渇水期には水が枯れることもあります。湧水は一般に水温の変動が小さい傾向にありますが、調

整池に水をためる構造とした場合、気温の影響により水温の変動が大きくなるなど水温、水質が現況

から変化する可能性があります。そのため、調整池の整備にあたっても、平常時でも積極的に水をた

めることはせず、現在の地形や小水路の環境を維持し、現在生息する生物の生育・生息環境を確保し

ます。 

ただし、多様な水辺環境の確保のため、堤体のオリフィス付近を小規模な止水域にすることや、水

路には川幅の変化や小さな落差を形成し、流速や水深に変化のある構造とすることも含め、幅広く検

討しています。 

なお、水路は、護岸が必要な個所では石積みなどの多孔質な素材により、地下水の滲出性を持たせ

ることで、滲み出した伏流水を水路に流し、水際部には抽水植物を植栽する予定です。また、最高水

位（HWL）以下については、可能な限り現在の地形やメヒシバ－エノコログサ群落等の植生を維持

し、現在と同様の定期的な草刈りにより、適切に維持管理します。 

 
図 ９-1 湧水の流量の現地調査地点（地点 1～6） 
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表 ９-1 湧水の流量の現地調査結果（地点 1～6） 

調査時期 調査項目 単位 
支流① 支流② 支流③ 

地点 1 地点 2 地点 3 地点 4 地点 5 地点 6 

夏季 流量 ㎥/s 0.0056 0.0075 0.0010 0.0013 0.0004 0.0025 

秋季 流量 ㎥/s 0.0027 0.0040 0.0000 0.0014 0.0002 0.0022 

冬季 流量 ㎥/s 0.0010 0.0015 0.0000 0.0009 0.0001 0.0014 

春季 流量 ㎥/s 0.0004 0.0010 0.0000 0.0003 0.0001 0.0005 
注１：地点 3 は、秋季には水はあるが流れがなく、冬季と春季には対象事業実施区域の範囲全てで枯れた状態

となっていました。 

 
調査 
時期 地点 1（支流①上流） 地点 3（支流②上流） 地点 5（支流③上流） 

夏季 

   

秋季 

   

冬季 

   

春季 

   
注１：各季節の写真の撮影日は以下のとおりである。 
・夏季：2021 年８月 27 日（金） 
・秋季：2021 年 11 月 24 日（水） 
・冬季：2022 年１月 17 日（月） 
・春季：2022 年３月 11 日（金） 

写真 ９-1 湧水の流量の調査地点状況 
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１０ 在来種や草地群落等を考慮したガーデンの整備方針について 
本公園で計画しているガーデンは、上瀬谷の自然の魅力や機能を体感できるグリーンインフラを

象徴する場として整備するもので、各ガーデンは相沢川や和泉川の源頭部など既存の自然環境や地

形をいかしながら整備しますが、現況の水辺環境や景観を保全するエリアと、多様な植栽により見

どころの形成や園芸文化の発信を行うエリアに区分し、保全と利用の両立を図ります。ガーデン 3

及びガーデン４のイメージは次頁以降に示すとおりです。 

具体的には、ガーデン 3 の植栽エリアは、横浜が近代日本の植物交易の始まりの場であったこと

を象徴するように、日本から海外へ輸出したアジサイなどの日本の自生種あるいはユリやスイセン

などの伝統的園芸種を植栽し、日本、横浜の植物資源・文化・歴史を学ぶ場として展開する計画で

す。ガーデン 4 の植栽エリアについては、上瀬谷の気候・風土になじむ植物をベースに海外から日

本に伝わった新種や園芸種を植栽し、高木を添えながら野の花の風景を創る計画としています。 

一方、ガーデン３及びガーデン４の水路及びその周辺の草地は、土地区画整理事業によって和泉

川に整備される動植物の生息・生育環境の創出に寄与する地上式調整池（調整池４）の湛水域と重

複するため、両ガーデンとも調整池と重複するエリアについては、湧水による小水路及び窪地の地

形と、やや湿性という植生も分布することを踏まえ、水路沿いには抽水植物を中心に、カキツバタ

やギボウシなどの親水性植物も計画しています。また大雨時に湛水する可能性のある HWL 以下は、

可能な限り現在の地形やメヒシバ－エノコログサ群落等の植生を維持して整備します。その他、造

成により裸地が生じる場所においては表土保全により埋土種子を活用し、地域の潜在種による地被

植栽も想定します。 

以上のことから、ガーデン 3、ガーデン４は、調整池４重複する範囲では可能な限り現在の地形

と植生を維持し、その他の範囲では現在の群落構成種と異なりますが、園芸種の他、郷土種も用い

て、現況と同様のハビタットを提供する草地及び樹林地を形成することで、調整池４と瀬谷市民の

森等との連続性を確保します。また、既存の樹木は可能な限り原位置で保存し、植栽する樹木も上

瀬谷地域内に生育していた樹木を移植して活用するなど、土地の歴史を語る植物資源として活用す

る予定です。 

これらのガーデンは、博覧会前の一次整備工事で整備することから、整備されたガーデンを博覧

会でも活用がなされるよう、調整しています。 

また、調整池も含めたガーデンの維持管理についても、農薬や肥料の使用を抑え、これまで生息

していた生物が引き続き生息できるよう、順応的な管理を行います。 
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図 １０-1 断面位置 

 

 

 

 

 

注１：断面の位置は、図 １０-1 に示します。 

図 １０-2 ガーデン３断面図 

 

 

 

 

 

 
注１：断面の位置は、図 １０-1 に示します。 

図 １０-3 ガーデン４断面図 

Ａ’ 

Ａ 

ガーデン内の主な植物構成例 

・（伝統園芸植物含む） 
日本の自生種や郷土種を主体 

・高中低木、地被類 

・在来の湿生植物 
・親水性の植物 

・（伝統園芸植物含む） 
日本の自生種や郷土種を主体 

・高中低木、地被類 

・海外から日本に受信した西洋品

種の地被や宿根草類等 
・樹木：サクラ類、既存樹木等 

・海外から日本に受信した西洋品

種の地被や宿根草類等 
・樹木：サクラ類、既存樹木等 

・在来の湿生植物 

・親水性の植物 

ガーデン内の主な植物構成例 

Ｂ 

Ｂ’ 
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１１ 相沢川及び和泉川以外の注目すべき種の保全について 
土地区画整理事業で行う環境保全措置により、相沢川、和泉川において、水辺の貴重種の保全を

行います。また、瀬谷市民の森と連続する対象事業実施区域南東部のムクノキーエノキ群落、スギ

－ヒノキ群落は保全することから、樹林地に生息する生物の生息・生育環境は引き続き維持できる

ものと考えます。その他のエリアについては、土地区画整理事業の造成工事によって全域が改変さ

れる可能性がありますが、本事業と調整を図りながら、土地区画整理事業において可能な限り現況

の地形や樹林地の保全を行うとともに、緑地の創出などを通して、生物の生息環境の連続性確保に

資する瀬谷市民の森等から相沢川周辺に至る緑のつながりを確保します。 

 

（１）生態系ネットワークの保全・創出 

土地区画整理事業により相沢川及び和泉川に整備される動植物の生息・生育環境及び瀬谷市民の

森と連続する対象事業実施区域南東部の保全樹林（以下、「コアエリア」という。）に加えて、図 １

１-1 に示すとおり、対象事業実施区域の代表的な環境である湿性低地や樹林地がまとまって分布す

るエリア（以下、「サブコアエリア」という。）を配置し、生物の生息空間の多様性を高める方針と

します。サブコアエリアとなる相沢川の北部の疎林は、現況では草地を主体としてエノキやマグワ

等の植栽樹林で構成されており、植栽により新たな緑を創出するとともに、雨水の溜まる窪地の地

形を保全する計画です。また、中央部の保全既存樹林では、まとまりのある大径木の樹林を保全し

ます。 

さらに、コアエリア及びサブコアエリア間を水路や樹林、草地等でネットワーク化することで、

生物の移動を助け、各スポットでの環境変化等にも柔軟に対応できるようにします。 

 

 
図 １１-1 対象事業実施区域の生態系ネットワーク 
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（２）里地里山の環境要素の機能確保 

対象事業実施区域に広域的に生息する、生態系の注目種である、オオタカ、ヒバリ、トノサマバ

ッタ、シマヘビ、シオカラトンボ等は、日本の里地里山環境に生息する種です。これらの保全に対

する具体的な展開としては、園内各地区に整備する草地、樹林地等を人の営みと自然環境が調和し

た里地里山の環境を参考に、里地里山環境に存在する水田や水域、鎮守の森のような大径木樹林、

草地、畑地、雑木林等の環境要素のそれぞれが有する生息環境機能を公園内の各緑地に持たせ、さ

らにそれぞれを前述のとおりネットワーク化することで、日本のかつての郊外地域の生態系ネット

ワークモデルを公園内で構築することを目指します。 

例えば鎮守の森のような機能は、大きく成⾧した在来種の大木を原位置保存することにより、鳥

類の好適な生息環境となり、湿った下草では、小動物の生息が期待できます。また、草地・畑地の

ような機能は、一定程度のまとまりのある面積を確保し、場所により粗放的な管理も取り入れるこ

とで、現況のメヒシバ－エノコログサ群落やチガヤ群落と同様に、草丈の異なる多様な草地環境を

創出し、小型の哺乳類や爬虫類、草地性昆虫の生息環境の確保が期待できます。 
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１２ 利用制限エリアの設定について 
本公園では上瀬谷の既存の自然を保全するとともに、自然と触れ合う心地よさや喜びを感じられる公

園とすることを目指しています。 

供用時の保全エリアとしては図 １２-1 に示す相沢川、和泉川の土地区画整理事業の環境保全措置実施

範囲及び地上式調整池（調整池４）、瀬谷市民の森と連続する南東部の樹林地を想定しています。これ

らのエリアについては既存の地形を活かした園路設定、ロープ柵等による園路以外への立ち入り防止措

置を想定しています。また、既存樹木が多く残る場所については計画盤と現況盤を変えずに樹木と一帯

を保全していきます。なお、利用制限エリアにおいても、自然観察や体験学習、維持管理作業のため、

必要に応じて立ち入りが想定されます。 

一方、サクラ広場等の草地については、園路等は原則設けず自然の中で多様な活動ができる空間とす

ることを想定しています。 

 

 

図 １２-1 ロープ柵等による園路以外への立ち入り防止範囲 
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図 １２-2 樹林地内の園路（ロープ柵）のイメージ 
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１３ 「現況に近い状態に回復」する具体的根拠について 
生物多様性（動物、植物、生態系）の注目すべき種の生息・生育環境の変化の内容を表 １３-1 に示

します。 

注目すべき種の生息・生育環境は、相沢川及び和泉川周辺に創出され、その周辺では草地や樹林地

等を整備することで、生物の生息環境の連続性確保に資する瀬谷市民の森等から相沢川周辺に至る緑

のつながりを確保します。そのため、対象事業実施区域において確認された注目すべき種の生息・生

育環境は現況に近い状態に回復すると予測します。 

地域区分ごとの生物多様性（動物）の予測結果を以下に示します。なお、準備書からの変更点を太

字下線で示します。 

 

ア．人工的土地利用域 

人工的土地利用域は、畑地、植栽樹群・果樹園、低茎乾生草地や芝地として主にメヒシバ-エノコロ

グサ群落とグラウンド等の人工的な土地利用が混在するエリアであり、注目すべき種として、畑地、植

栽樹群、果樹園、草地（主にメヒシバ-エノコログサ群落）等ではモズ、ヒバリ、ツバメ、カワラヒワが、

また、それらを採餌場として利用している猛禽類が確認されています。 

本事業では、土地区画整理事業の造成工事の後、公園整備に必要な範囲の整地と野球場、運動広場、

多目的広場、スポーツ施設管理棟等の公園施設を設置することで、人工的な土地利用の面積が拡大し

ます。 

そのため、当該地域において確認された注目すべき種の生息環境は、相沢川及び和泉川周辺に創出す

る計画です。加えて、谷戸地域の相沢川周辺に創出する生息環境との連続性を考慮し、施設周辺には

エノキ、クスノキ等からなる植栽樹林、芝地を整備する計画であることから、面積、種構成、配置の

変化が生じますが、人工的土地利用域において確認された注目すべき種の動物相の生息環境は、現況

に近い状態に回復すると予測します。  
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表 １３-1(1) 注目すべき種の生息・生育環境の変化（人工的土地利用域） 

現況 
環境区分 

乾生草地（メヒシバ-エ
ノコログサ群落等） 

畑地 植栽樹群、果樹園 グラウンド 

面 積
（ha） 

1.04 1.72 1.89 1.58 

動物の注目すべき種 モズ、ヒバリ、ツバメ、カワラヒワ、猛禽類 － 
植物の注目すべき種 － － 

生態系の注目種 
ヒバリ、トノサマバッ

タ、オオタカ 
ヒバリ、トノサマバ

ッタ、オオタカ 
タヌキ、オオタカ － 

土地区画整理事業の
影響 

・造成工事により全域を改変の可能性 

本事業の影響 
・公園整備に必要な範囲の整地と野球場、スポーツ施設管理棟等の公園施設の設置 
・施設周辺には植栽等により樹林地、芝地を創出 

施 設 の
存在時 

環境区分 芝地 
植栽樹林（エノキ、 

クスノキ等） 

野球場、運動広
場、多目的広場、
スポーツ施設管理

棟等 
面 積
（ha） 

1.03 5.17 

変化の内容 
・管理頻度が高く草丈が短い 
・面積が縮小 
・種構成が変化 

・施設周辺に帯状に配置 
・面積が縮小 
・種構成が変化 

・面積が拡大 

注目すべき種への影
響 

・注目すべき種の生息環境は相沢川及び和泉川周辺に創出される 
・土地区画整理事業の環境保全措置実施範囲と連続する草地、樹林環境を

提供 
－ 

 

イ．谷戸地域 

谷戸地域は、相沢川、水田、耕作地（主に畑地、メヒシバ-エノコログサ群落、チガヤ群落等）、樹林

地（主に小規模植栽樹群、疎林）が分布し、注目すべき種として、相沢川の開放水面や水田等の湿生

草地ではハグロトンボ、ヤマサナエ、シュレーゲルアオガエルが、相沢川の開放水面や水田等の湿生

草地や耕作地（主に畑地、メヒシバ-エノコログサ群落、チガヤ群落等）、樹林地（主に小規模植栽樹群、

疎林）ではヤマカガシ、オオヨシキリが、さらには、それらを採餌場として利用している猛禽類が確

認されています。 

本事業の実施にあたっては、前掲表 6.2-32（p.6.2-113 参照）」に示すとおり、土地区画整理事業が

実施する環境保全措置として、保全対象種の生息環境を創出するため、谷戸地形をいかして多自然水

路等の多様な湿性環境を整備するほか、湿地や草地（ミズワラビ、ミズニラ等の湿生草地、ムギ、ソバ

等の乾生草地）、樹林地（コナラ、ハンノキ等の植栽樹林）を整備する計画となっており、水路、水深

の異なる湿地、湿生・乾生草地、樹林という環境区分が連続的に推移することで、様々なハビタットタ

イプの動植物の生息・生育が可能な環境を創出します。 

また、本事業では、その周辺において庭園等（コブシ、キク、スイセン等）を整備しますが、既存

の樹林地（クヌギ、コナラ等）の保全や植栽等による樹林地（コナラ、ハンノキ等）、ミズワラビ、ミ

ズニラ等の低茎湿生草地、ナノハナ、レンゲ等の低茎乾生草地、高茎乾生草地の創出、生物の生息・

生育に配慮した園路の配置及び利用を計画するとともに、保全・創出した環境が継続するよう適切に

維持管理します。 

以上により谷戸地域において確認された注目すべき種の動物相（植物相）の生息（生育）環境は、

現況に近い状態に回復すると予測します。  
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表 １３-1(2) 注目すべき種の生息・生育環境の変化（谷戸地域） 

現況 
環境区分 開放水面、水田 畑地、休耕田 

小規模 
植栽樹群 

乾生草地（メヒシバ
-エノコログサ群

落、チガヤ群落等） 

疎林（エノキ、
マグワ等） 

面積 
（ha） 

0.56 2.62 5.47 

動物の注目すべき
種 

ハグロトンボ、ヤ
マサナエ、シュレ
ーゲルアオガエ

ル、ヤマカガシ、
オオヨシキリ、猛

禽類 

ヤマカガシ、オオヨシキリ、猛禽類 

植物の注目すべき
種 

アオカワモズク、
シャジクモ、ウス
ゲチョウジタデ、

ミズタカモジ 

ウスゲチョウジタデ、ミズタカモジ 

生態系の注目種 
シマヘビ、シオカ

ラトンボ 

ヒバリ、トノサ
マバッタ、オオ
タカ、シマヘビ 

タヌキ、オオ
タカ 

ヒバリ、トノサマバ
ッタ、オオタカ 

タヌキ、オオタ
カ 

土地区画整理事業
の影響 

・造成工事により全域を改変の可能性 
・相沢川を暗渠化し、取水した水を保全した谷戸地形に

放流して活用 
・谷戸地形をいかした多自然水路、湿地、草地、樹林地

を整備し、保全対象種の生息環境を創出 

・造成工事により全
域を改変の可能性 

・保全 

本事業の影響 

・樹林地、湿生草地、乾生草地の創出 
・生物の生息・生育に配慮した園路の配置及び利用を計画 
・保全・創出した環境が継続するよう適切に維持管理 

・ 疎 林 を い か
し 、 植 栽 に よ
り 新 た な 緑 を
創出 

施 設 の
存在時 

環境区分 

多自然水路、湿
地、湿生草地（ミ
ズワラビ、ミズニ

ラ等） 

乾生草地（ム
ギ、ソバ等） 

既存樹林（ク
ヌギ、コナラ
等）、植栽樹林
（コナラ、ハ
ンノキ等） 

乾生草地（ナノハ
ナ、レンゲ等）、庭
園等（コブシ、キ
ク、スイセン等） 

疎林 

面積
（ha） 

0.50 1.00 1.37 2.76 1.28 

変化の内容 
・三面コンクリート張りの水路から多自然水路となる 
・水路、水深の異なる湿地、湿生・乾生草地、樹林とい

う環境区分が連続的に推移 
・種構成が変化 ・密度が変化 

注目すべき種への
影響 

・様々なハビタットタイプの動植物の生息・生育が可能
な環境を提供 

・土地区画整理事業の環境保全措置実施
範囲と周辺との連続性を確保 

 

ウ．樹林が点在する広大な草地域 

樹林が点在する広大な草地域では、メヒシバ-エノコログサ群落等の低茎草地、チガヤ群落等の高茎

草地、耕作地（主に畑地、オギ群落、裸地）、点在する小規模植栽樹群、疎林等や人工構造物が分布し、

注目すべき種として、高茎草地等ではオオヨシキリ、ヒバリ、ショウリョウバッタモドキが、低茎草

地、高茎草地、耕作地、小規模植栽樹群、疎林等では、モズ、ツバメ、セッカ、カワラヒワが、さら

には、それらを採餌場として利用している猛禽類が確認されています。 

樹林が点在する広大な草地域は、土地区画整理事業の造成工事により全域が改変される可能性があ

り、本事業で公園利用に必要な範囲の整地と飲食・物販施設、パークセンター等の公園施設の設置す

る計画です。 

そのため、当該地域において確認された注目すべき種の生息環境は、相沢川及び和泉川周辺に創出す

る計画です。また、当該地域においては、植栽等により樹林地や草地等が帯状･パッチ状に配置する計
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画であることや、谷戸地域の相沢川周辺に創出する生息環境との連続性を考慮し、既存の樹木や地形、

表土を活用して樹林地、乾生草地、湿生草地、芝地、庭園等を整備することから、面積、種構成、配置

の変化が生じますが、樹林が点在する広大な草地域において確認された注目すべき種の動物相の生息

環境は、現況に近い状態に回復すると予測します 

 

表 １３-1(3) 注目すべき種の生息・生育環境の変化（樹林が点在する広大な草地域） 

現況 
環境区分 

メヒシバ-エノコ
ログサ群落、チガ

ヤ群落、畑地 
オギ群落 小規模植栽樹群 

疎林（スギ-ヒノ
キ植林、植栽樹

群） 
人工構造物 

面 積
（ha） 

23.24 0.17 1.16 0.83 2.07 

動物の注目すべき種 

オオヨシキリ、ヒ
バリ、ショウリョ
ウバッタモドキ、
モズ、ツバメ、セ
ッカ、カワラヒワ 

オオヨシキリ、ヒ
バリ、ショウリョ
ウバッタモドキ、
モズ、ツバメ、セ
ッカ、カワラヒワ 

モズ、ツバメ、セ
ッカ、カワラヒワ 

モズ、ツバメ、セ
ッカ、カワラヒワ 

－ 

植物の注目すべき種 － － 

生態系の注目種 
ヒバリ、トノサマ
バッタ、オオタカ 

ヒバリ、トノサマ
バッタ、オオタカ 

タヌキ、オオタカ タヌキ、オオタカ － 

土地区画整理事業の
影響 

・造成工事により全域を改変の可能性 ・保全 ・造成工事によ
り全域を改変 

本事業の影響 

・公園利用に必要な範囲の整地と飲
食・物販施設、パークセンター等の
公園施設の設置 

・地形、表土を活用して低茎湿生草
地、低茎乾生草地、高茎乾生草地を
整備 

・原位置保存、移
植 

・疎林をいかし、
植栽により新た
な緑を創出 

・公園利用に必
要な範囲の整
地と飲食・物
販施設、パー
クセンター等
の公園施設の
設置 

施 設 の
存在時 

環境区分 
乾生草地、芝地、 

庭園等 

湿生草地（既存湿
生植物、ムラサキ

ツユクサ等） 

既存樹林（ケヤ
キ、クワ等）、植
栽樹林（ヤマボウ
シ、サクラ等） 

疎林（スギ-ヒノ
キ植林、植栽樹

群） 

飲食物販施設、
管理施設、パー
クセンター等 

面 積
（ha） 

12.97 0.09 3.23 3.64 6.45 

変化の内容 
・面積が縮小 
・種構成が変化 

・種構成が変化 
・帯状、パッチ状

に配置 
・種構成が変化 

・密度が変化 ・面積が拡大 

注目すべき種への影
響 

・土地区画整理事業の環境保全措置実施範囲と連続する草地、樹林環境を提供 － 

 

エ．和泉川源流域 

和泉川源流域は、和泉川源流域の小水路、その周辺のオギ群落等の湿生草地、メヒシバ-エノコログ

サ群落等の低茎乾生草地、チガヤ群落等の高茎乾生草地、耕作地や小規模植栽樹林、瀬谷市民の森に

続く樹林（主にコナラ群落、ムクノキ-エノキ群落、スギ・ヒノキ植林等）等が分布し、注目すべき種

として、和泉川源流域の小水路ではホトケドジョウ、ヤマサナエが、その周辺のオギ群落、メヒシバ-

エノコログサ群落、チガヤ群落、小規模植栽樹林ではアズマヒキガエル、ケラ、ヤブガラシグンバイ

が、その周辺のオギ群落等の湿生草地やメヒシバ-エノコログサ群落等の低茎乾生草地、チガヤ群落等

の高茎乾生草地ではアズマヒキガエル、ケラ、ヤブガラシグンバイが、チガヤ群落等の高茎乾生草地、

耕作地や小規模植栽樹林、瀬谷市民の森に続く樹林（主にコナラ群落、ムクノキ-エノキ群落、スギ・

ヒノキ植林等）等ではヒバリ、セッカ、モズ、ツバメ、カワラヒワ、アオジ、クツワムシが、さらに
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は、それらを採餌場として利用している猛禽類が確認されています。 

和泉川源流域では、庭園や農園を設置する計画ですが、本事業の実施にあたっては、前掲表 6.2-33

～表 6.2-34（p.6.2-113～6.2-114 参照）に示すとおり、土地区画整理事業が実施する環境保全措置と

して種構成や位置の変化はありますが、ホトケドジョウと、餌となる水生昆虫、藻類等の生息・生育環

境等を創出するため、湧水起源の小水路環境の創出、その周辺の湿生草地や低茎乾生草地、高茎乾生

草地、樹林地等で確認された動植物の生息・生育環境の創出に寄与する地上式調整池（調整池４）が

整備される計画です。なお、本事業では、対象事業実施区域全域の園路や駐車場等に礫間貯留、スウ

ェル、透水性舗装等の浸透・貯留施設の整備、維持管理を行うことで水源の涵養を図り、和泉川源流

域の湧水の流量を維持します。 

また、瀬谷市民の森等に隣接する既存樹林地の保全を行うとともに、地上式調整池（調整池４）の

周辺には、植栽等により樹林地、低茎湿生草地、低茎乾生草地、高茎乾生草地を整備します。 

以上により和泉川源流域において確認された注目すべき種の動物相（植物相）の生息（生育）環境

は、現況に近い状態に回復すると予測します。 
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表 １３-1(4) 注目すべき種の生息・生育環境の変化（和泉川源流域） 

現況 
環境区分 

湧水起源の小水
路 

湿生草地（オギ
群落） 

乾生草地（メヒ
シバ-エノコログ
サ群落、チガヤ

群落等） 

小規模植栽樹林 

コナラ群落、ム
クノキ-エノキ群
落、スギ・ヒノ

キ植林 
面 積
（ha） 

－ 0.11 16.58 1.23 4.36 

動物の注目すべき種 
ホトケドジョ

ウ、ヤマサナエ 

アズマヒキガエ
ル、ケラ、ヤブ
ガラシグンバイ 

アズマヒキガエル、ケラ、ヤブガラシ
グンバイ、ヒバリ、セッカ、モズ、ツ
バメ、カワラヒラ、アオジ、クツワム

シ 

ヒバリ、セッ
カ、モズ、ツバ
メ、カワラヒ

ラ、アオジ、ク
ツワムシ 

植物の注目すべき種 － 

生態系の注目種 ホトケドジョウ 

ヒバリ、トノサ
マバッタ、オオ
タカ、シマヘ

ビ、シオカラト
ンボ 

ヒバリ、トノサ
マバッタ、オオ
タカ、シマヘ

ビ、シオカラト
ンボ 

タヌキ、オオタ
カ 

タヌキ、落葉広
葉樹林、オオタ

カ 

土地区画整理事業の
影響 

・造成工事により全域を改変の可能性 
・ホトケドジョウ等の生息環境を創出するため、湧水起

源の小水路環境の創出、その周辺の湿生草地や低茎乾
生草地、高茎乾生草地、樹林地等で確認された動植物
の生息・生育環境の創出に寄与する地上式調整池（調
整池４）を整備 

・保全 

本事業の影響 

・植栽等により樹林地、低茎湿生草地、低茎乾生草地、
高茎乾生草地を整備 

・園路や駐車場等に礫間貯留、スウェル、透水性舗装等
の浸透・貯留施設の整備、維持管理 

・ 原 位 置 保 存 、
移植 

・保全 

施 設 の
存在時 

環境区分 

自然石護岸等に
よる湧水起源の
小水路、抽水植

物 

湿生草地（カキ
ツバタ、キボウ

シ） 

乾生草地（メヒ
シバ-エノコログ
サ群落等）、庭園
等（アジサイ、
スイセン、サク
ラ等）、農園等
（蔬菜、果樹

等） 

既存樹林（ケヤ
キ、クワ等）、植
栽樹林（シラカ
シ、サクラ等） 

コナラ群落、ム
クノキ-エノキ群
落、スギ・ヒノ

キ植林 

面 積
（ha） 

0.10 14.58 2.09 4.73 

変化の内容 

・ 素 掘り の水 路
か ら 自 然 石 護
岸 の 水 路 と な
る 

・種構成が変化 ・種構成が変化 
・ 一 部 は 位 置 が

変化 
・種構成が変化 

・変化なし 

注目すべき種への影
響 

・ ホ トケ ドジ ョ
ウ と 、 餌 と な
る 水 生 昆 虫 、
藻 類 等 の 生
息 ・ 生 育 環 境
を提供 

・同様のハビタットを提供 
・土地区画整理事業の環境保全措置実施範囲及び調整池４と瀬谷市民の森等と

の連続性を確保 
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１４ 水辺の貴重種の移設・移植時期について 
（１）相沢川保全対象種の移設・移植の方針 

及び和泉川での環境保全措置については、土地区画整理事業が主体となって本事業と調整を行い、土

地区画整理事業において保全対象種の生息・生育環境を整備し、土地区画整理事業実施区域内に生息・

生育する保全対象種の移植・移設を行います。 

土地区画整理事業事後調査計画書では、保全対象種の移設・移植について、次のような方針で行うこ

ととされています。 

【方針】 

保全対象種の移設・移植は、工事計画を踏まえ、相沢川及び和泉川に保全対象種の生息・生育環境

を創出後に実施される計画です。 

具体的な工事計画は土地区画整理事業において検討中ですが、専門家等の意見を踏まえて、工事前

の確認適期に表 １４-1 に示す保全対象種の確認を行い、各保全対象種の移設・移植適期に移設・移植

を行います。 

なお、動物については、工事中に保全対象種が確認された場合には、創出した生息環境もしくは工

事区域外の生息適地へ移動させます。創出する生息環境の受け入れが整う前に保全対象種が確認され

た場合は、水槽等の飼育設備への一時避難、対象事業実施区域外への移設を検討します。 

植物については、工事中に保全対象種が確認された場合には、創出した生育環境へ移植します。創

出する生育環境の受け入れが整う前に保全対象種が確認された場合は、トロ舟等の人工池への仮移植

を検討します。付着藻類については、仮移植が困難であることから、引き続き専門家等と対応を協議

します。 

 

表 １４-1 移設・移植を行う保全対象種 

移設・移植場所 区分 保全対象種 

相沢川（湿地環

境と草地環境） 

動物 シュレーゲルアオガエル、ハグロトンボ、ヤマサナエ、ナツアカネ、ク

ツワムシ、エサキコミズムシ、コマルケシゲンゴロウ、コガムシ、アブ

ラハヤ、マルタニシ、スナガイ 

植物 ミズニラ、ヒメミズワラビ、タコノアシ、ヒロハノカワラサイコ、ウス

ゲチョウジタデ、ヌマトラノオ、アマナ、ミズタカモジ、セイタカハリ

イ、ハリイ、チャイロカワモズク、アオカワモズク、シャジクモ、イチ

ョウウキゴケ 

生態系 シオカラトンボ（幼虫） 

和泉川（湧水起

源 の 小 水 路 環

境） 

動物 ホトケドジョウ 

植物 － 

生態系 － 
資料：旧上瀬谷通信施設地区土地区画整理事業環境影響評価事後調査計画書（工事中その１）（横浜市 令和５年３月） 
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（２）保全対象種の移設・移植時期 

具体的な移植・移設時期については、本事業と調整し、次の通りを想定しています。 

 

【相沢川】 

 
・着手可能となり次第、保全種を適期に採取し、代替植生地に移植・播種・表土移植・埋土種子撒き

だし等様々な方法で定着を試みるとともに、リスク分散や外来種対策としてトレーやプラ船等での

育成栽培を開始します。 

・令和６年度から代替植生地の整備に着手し、完成した場所から順次移植を行います。 

・移植は複数年に分けて、創出された代替植生地に様子を見ながらなじませていきます。また、移植

は各植物の適期に行います。 

・工事期間中や園芸博期間中も含め、代替植生地が安定するまではモニタリングを行いながら維持管

理し、その後も順応的に維持管理していきます。なお、維持管理の主体は土地区画整理事業と調整

中です。 

 

 

（参考）プラ舟のイメージ 

 
資料：印旛沼・手賀沼における沈水植物再生の取り組みと課題（林紀男 平成 25 年 3 月） 
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【和泉川】 

和泉川の調整池４及び小水路の整備に先立ち、専門家の指導の下、ホトケドジョウを捕獲し、水槽

等に移設・飼育し、調整池及び水路が完成し、環境が安定した後、水路に戻す予定です。 
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１５ 囲繞景観の価値の変化の根拠について 
囲繞景観の価値の変化の程度は、普遍価値及び固有価値について、表 １５-1 に示す代表的な指標例に

基づき、各認識項目の変化を予測しています。 

3 月 27 日の審査会でのご指摘を踏まえ、各認識項目の価値の評価の根拠を具体的に記載しました。左

頁に準備書の予測結果、右頁に前回審査会での指摘を踏まえた見直し結果を示します。 

 

表 １５-1 価値認識の対象と代表的な指標例 

価値の分類 認識項目 代表的な指標例 

普遍価値 

自然性 
植生自然度、緑被率、大径木の存在、水際性の形態、河川の流路の形

状、水の清浄さ 等 

視認性 見られやすさ（被視頻度） 等 

利用性 利用者数、利用のしやすさ、利用者の属性の幅 等 

固有価値 

固有性 地名とかかわりの深い要素の存在、他にはない独特の要素の存在 等 

親近性 地域の人々に親しまれている要素の存在 等 
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【現況】 地点 18（人工的土地利用域） 

 

 
【供用時】 地点 18（人工的土地利用域） 

 

 

表 １５-2 (1) 景観区ごとの価値の変化の程度（人工的土地利用域）【準備書】 

価値軸 認識項目 価値の変化注１ 価値の変化の状況 

普遍価値 

自然性 △→△ 
現況、供用時ともに人工的な土地利用を計画している
ため、現況から大きな変化はないと予測します。 

視認性 ○→○ 
供用時において視認性を遮るものは計画されていない
ため、現況から大きな変化はないと予測します。 

利用性 ◎→◎ 
現況では農家の方や地域住民に利用されていますが、
供用時は公園来園者に広く利用されるため、現況から
大きな変化はないと予測します。 

固有価値 

固有性 ○→○ 
現況、供用時ともに人工的な土地利用を計画している
ため、現況から大きな変化はないと予測します。 

親近性 ◎→◎ 
現況では農家の方や地域住民に利用されていますが、
供用時は公園来園者に広く利用されるため、現況から
大きな変化はないと予測します。 

注１：価値の変化は、（現況）→（供用時）の順に示しています。 
   また、マークの意味は次のとおりです。 ◎：高い、○：中程度、△：低い 
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表 １５-2 (2) 景観区ごとの価値の変化の程度（人工的土地利用域）【見直し後】 

価値軸 認識項目 価値の変化注１ 価値の変化の状況 

普遍価値 

自然性 △→△ 

現況ではメヒシバ-エノコログサ群落、植栽樹群、畑地が視認
できますが、その奥にはグラウンドが広く分布しています。 
土地区画整理事業の造成工事によって対象事業実施区域内の
樹林、草地、グラウンドは全て改変される可能性があり、土
地区画整理事業で新たな道路、本事業で野球場や運動広場を
整備するため、景観区全体の緑被率は低下しますが、対象事
業実施区域の境界にエノキやクスノキ等の高木を含む落葉
樹、常緑樹を混植することで、本地点からの視野に占める自
然性はある程度確保されると予測します。 

視認性 ○→○ 

現況では高低差が小さく、予測地点の近くに視界を遮る構造
物はありませんが、対象事業実施区域内の植栽樹群により景
観区内を見通せず、瀬谷市民の森等も視認できないため視認
性は中程度です。供用時は、野球場の防球ネットや対象事業
実施区域の境界に植栽する高木を含む落葉樹、常緑樹、サク
ラ等が視認できるものの、防球ネットが視界を大きく遮るこ
とはなく、樹木による視野の遮蔽は現況と同程度であるた
め、視認性は現況から大きな変化はないと予測します。 

利用性 ◎→◎ 

現況ではグラウンドが地域住民、畑地等が農家の方に広く利
用されていますが、供用時は野球場や運動広場を整備するこ
とで、スポーツを中心としたレクリエーションの場となり、
公園来園者に広く利用されるため、利用性は現況から大きな
変化はないと予測します。 

固有価値 

固有性 ○→○ 

現況ではメヒシバ-エノコログサ群落、植栽樹群、畑地が視認
できますが、その奥にはグラウンドが広く分布しています。
隣接する海軍道路沿いの桜並木は瀬谷区の桜の見どころスポ
ットとなっています。 
土地区画整理事業の造成工事によって対象事業実施区域内の
樹林、草地、グラウンドは全て改変される可能性があり、土
地区画整理事業で新たな道路、本事業で野球場や運動広場を
整備しますが、施設の周辺に樹林や芝地を整備します。ま
た、土地区画整理事業の環状４号線の拡幅工事に伴い海軍道
路沿いの桜並木は伐採されますが、土地区画整理事業により
環状４号線や地区内幹線道路に新たな桜並木等が創出され、
本事業では、公園内に多様な品種の桜を植栽して新たな桜の
名所づくりを進める計画であることから、固有性は現況から
大きな変化はないと予測します。 

親近性 ◎→◎ 

現況ではグラウンドが地域住民、畑地等が農家の方に広く利
用されていますが、供用時は野球場や運動広場を整備するこ
とで、スポーツを中心としたレクリエーションの場となり、
公園来園者に広く利用され、親しまれることから、親近性は
現況から大きな変化はないと予測します。 

注１：価値の変化は、（現況）→（供用時）の順に示しています。 
   また、マークの意味は次のとおりです。 ◎：高い、○：中程度、△：低い  
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【現況】 地点 21（谷戸地域） 

 

 
【供用時】 地点 21（谷戸地域） 

 

 

表 １５-3 (1) 景観区ごとの価値の変化の程度（谷戸地域）【準備書】 

価値軸 認識項目 価値の変化注１ 価値の変化の状況 

普遍価値 

自然性 ◎→◎ 
谷戸地形をいかし、湿性環境や草地環境等の多様な環
境を創出する計画であることから、現況から大きな変
化はないと予測します。 

視認性 ◎→◎ 
供用時において視認性を遮るものは計画されていない
ため、現況から大きな変化はないと予測します。 

利用性 ○→◎ 

現況では関係者以外立ち入り禁止となっており、一
部、農家の方に利用されていますが、供用時は公園来
園者に広く利用されるため、利用性が向上すると予測
します。 

固有価値 

固有性 ◎→◎ 
谷戸地形をいかし、湿性環境や草地環境等の多様な環
境を創出する計画であることから、現況から大きな変
化はないと予測します。 

親近性 ○→◎ 

現況では関係者以外立ち入り禁止となっており、一
部、農家の方に利用されていますが、供用時は公園来
園者に広く利用されるため、利用性が向上すると予測
します。 

注１：価値の変化は、（現況）→（供用時）の順に示しています。 
   また、マークの意味は次のとおりです。 ◎：高い、○：中程度、△：低い 
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表 １５-3 (2) 景観区ごとの価値の変化の程度（谷戸地域）【見直し後】 

価値軸 認識項目 価値の変化注１ 価値の変化の状況 

普遍価値 

自然性 ◎→◎ 

現況では相沢川沿いの水田、畑地及び谷戸地形が広がってお
り、その奥にメヒシバ-エノコログサ群落、チガヤ群落等の草地
や樹林が視認できます。 
土地区画整理事業の造成工事によって対象事業実施区域内の水
田、畑地、草地は全て改変される可能性がありますが、谷戸地
形を保全し、水路、湿地、湿生・乾生草地、樹林という多様な
環境区分が連続的に推移し、様々なハビタットタイプの動植物
の生息・生育が可能な環境を創出するとともに、その周辺には
草地、樹林地、花壇等を整備して緑の連続性を確保します。ま
た、北部の疎林は原位置保存して植栽により新たな緑を創出す
ることから、景観を構成する要素や緑被率に現況から大きな変
化はないと予測します。 

視認性 ◎→◎ 

現況では谷戸地形となっており、予測地点の近くに視界を遮る
構造物がないため、谷戸底の水田や畑地と谷戸の東側に広がる
メヒシバ-エノコログサ群落、チガヤ群落等の草地や樹林地を広
く見通せます。供用時は谷戸地形を保全し、水路、湿地、草
地、樹林地、花壇等を整備する計画であり、視界を大きく遮る
構造物等は存在しないため、視認性は現況から大きな変化はな
いと予測します。 

利用性 ○→◎ 

現況では関係者以外立ち入り禁止となっており、谷戸底の水
田、畑地が農家の方に利用されていますが、供用時は谷戸地形
をいかし、ガーデン１や大花壇を整備することから、公園来園
者に広く利用されるため、利用性が向上すると予測します。 

固有価値 

固有性 ◎→◎ 

現況では相沢川沿いが谷戸地形となっており、水田、畑地、メ
ヒシバ－エノコログサ群落、チガヤ群落、樹林等が分布し、固
有性が高い。 
土地区画整理事業の造成工事によって対象事業実施区域内の水
田、畑地、草地は全て改変される可能性がありますが、谷戸地
形を保全し、水路、湿地、湿生・乾生草地、樹林という多様な
環境区分が連続的に推移し、様々なハビタットタイプの動植物
の生息・生育が可能な環境を創出するとともに、その周辺には
草地、樹林地、花壇等を整備して緑の連続性を確保します。ま
た、北部の疎林は原位置保存して植栽により新たな緑を創出す
ることから、固有性は現況から大きな変化はないと予測しま
す。 

親近性 ○→◎ 

現況では関係者以外立ち入り禁止となっており、谷戸底の水
田、畑地が農家の方に利用されていますが、供用時は谷戸地形
をいかしてガーデン１や大花壇を整備し、公園来園者に広く利
用され、親しまれることから、親近性が向上すると予測しま
す。 

注１：価値の変化は、（現況）→（供用時）の順に示しています。 
   また、マークの意味は次のとおりです。 ◎：高い、○：中程度、△：低い  
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【現況】 地点 22（樹林が点在する広大な草地域） 

 

 
【供用時】 地点 22（樹林が点在する広大な草地域） 

 

 

表 １５-4 (1) 景観区ごとの価値の変化の程度（樹林が点在する広大な草地域）【準備書】 

価値軸 認識項目 価値の変化注１ 価値の変化の状況 

普遍価値 

自然性 ◎→◎ 
既存の樹林地をいかした植栽により樹林地や低茎草地を整備
する計画であることから、現況から大きな変化はないと予測
します。 

視認性 ◎→○ 
飲食・物販施設や管理施設等の建物を整備するため、視認性
が低下すると予測します。 

利用性 ○→◎ 
現況では関係者以外立ち入り禁止となっており、一部、農家
の方や地域住民に利用されていますが、供用時は公園来園者
に広く利用されるため、利用性が向上すると予測します。 

固有価値 

固有性 ◎→◎ 
既存の樹林地をいかした植栽により樹林地や低茎草地を整備
する計画であることから、現況から大きな変化はないと予測
します。 

親近性 ○→◎ 
現況では関係者以外立ち入り禁止となっており、一部、農家
の方や地域住民に利用されていますが、供用時は公園来園者
に広く利用されるため、利用性が向上すると予測します。 

注１：価値の変化は、（現況）→（供用時）の順に示しています。 
   また、マークの意味は次のとおりです。 ◎：高い、○：中程度、△：低い 
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表 １５-4 (2) 景観区ごとの価値の変化の程度（樹林が点在する広大な草地域）【見直し後】 

価値軸 認識項目 価値の変化注１ 価値の変化の状況 

普遍価値 

自然性 ◎→◎ 

現況ではメヒシバ-エノコログサ群落が広く分布し、その奥に
エノキ、クワ、カキノキ等の植栽樹群や囲障区域のモミジバ
スズカケノキ、ソメイヨシノ等の大径木が視認できます。 
土地区画整理事業の造成工事によって対象事業実施区域内の
樹林や草地は全て改変される可能性があり、本事業で飲食・
物販施設や駐車場等の公園施設を整備しますが、北地区の北
西部及び南東部は既存の樹林地をいかした植栽により樹林地
を整備するとともに、中央部には低茎乾生草地を整備するこ
とから、景観を構成する要素や緑被率に現況から大きな変化
はないと予測します。 

視認性 ◎→○ 

現況では高低差が小さく、予測地点の近くに視界を遮る構造
物がないため視認性は高いですが、供用時は飲食・物販施設
や管理施設等の建物を整備するため、視認性が低下すると予
測します。 

利用性 ○→◎ 

現況では関係者以外立ち入り禁止となっており、西端及び東
端の一部が農家の方や地域住民に利用されていますが、供用
時は公民連携を積極的に推進し、アウトドア体験施設や飲
食・物販施設などの導入を想定し、自然と共生しながら賑わ
いを創出する地区となり、公園来園者に広く利用されるた
め、利用性が向上すると予測します。 

固有価値 

固有性 ◎→◎ 

現況ではメヒシバ-エノコログサ群落が広く分布し、その奥に
エノキ、クワ、カキノキ等の植栽樹群や囲障区域のモミジバ
スズカケノキ、ソメイヨシノ等の大径木が視認できます。 
土地区画整理事業の造成工事によって対象事業実施区域内の
樹林や草地は全て改変される可能性があり、本事業で飲食・
物販施設や駐車場等の公園施設を整備しますが、北地区の北
西部及び南東部は既存の樹林地をいかした植栽により樹林地
を整備するとともに、囲障区域内の大径木は公園樹木として
利用可能な樹木は現位置保存し、その他の活用可能な樹木
は、対象事業実施区域内に移植し、公園樹木として活用する
計画です。そのため、固有性は現況から大きな変化はないと
予測します。 

親近性 ○→◎ 

現況では関係者以外立ち入り禁止となっており、西端及び東
端の一部が農家の方や地域住民に利用されていますが、供用
時は公民連携を積極的に推進し、アウトドア体験施設や飲
食・物販施設などの導入を想定し、自然と共生しながら賑わ
いを創出する地区となり、公園来園者に広く利用されるた
め、親近性が向上すると予測します。 

注１：価値の変化は、（現況）→（供用時）の順に示しています。 
   また、マークの意味は次のとおりです。 ◎：高い、○：中程度、△：低い  
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【現況】 地点 11 瀬谷みはらし公園（和泉川源流域） 

 

 
【供用時】 地点 11 瀬谷みはらし公園（和泉川源流域） 

 

 

表 １５-5 (1) 景観区ごとの価値の変化の程度（和泉川源流域）【準備書】 

価値軸 認識項目 価値の変化注１ 価値の変化の状況 

普遍価値 

自然性 ◎→◎ 

和泉川源流部は、現況の地形をいかした整備を行い、
南東部の樹林地は、瀬谷市民の森等と連続性のある樹
林地の保全や緑地の創出が行われるため、現況から大
きな変化はないと予測します。 

視認性 ◎→◎ 
供用時において視認性を遮るものは計画されていない
ため、現況から大きな変化はないと予測します。 

利用性 △→○ 

対象事業実施区域内は、現況では関係者以外立ち入り
禁止となっていますが、供用時は生物の生息環境保護
エリアとして立ち入りや利用を制限する範囲を除き、
公園来園者に広く利用されるため、利用性が中程度に
向上すると予測します。 

固有価値 

固有性 ◎→◎ 

和泉川源流部は、現況の地形をいかした整備を行い、
南東部の樹林地は、瀬谷市民の森等と連続性のある樹
林地の保全や緑地の創出が行われるため、現況から大
きな変化はないと予測します。 

親近性 △→○ 

対象事業実施区域内は、現況では関係者以外立ち入り
禁止となっていますが、供用時は生物の生息環境保護
エリアとして立ち入りや利用を制限する範囲を除き、
公園来園者に広く利用され、親しまれるため、親近性
が中程度に向上すると予測します。 

注１：価値の変化は、（現況）→（供用時）の順に示しています。 
   また、マークの意味は次のとおりです。 ◎：高い、○：中程度、△：低い 
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表 １５-5 (2) 景観区ごとの価値の変化の程度（和泉川源流域）【見直し後】 

価値軸 認識項目 価値の変化注１ 価値の変化の状況 

普遍価値 

自然性 ◎→◎ 

現況では和泉川の源頭部であり、湧水起源の小水路、メヒシ
バ-エノコログサ群落、チガヤ群落、小規模植栽樹林が分布し
ており、和泉川沿いの一部にはチゴザサ、ミゾソバ、ショウ
ブ等の湿生植物も分布しています。瀬谷市民の森に近接する
付近は、ムクノキ－エノキ群落、スギ・ヒノキ植林等のまと
まった樹林地が分布しており、自然性が高いです。 
和泉川沿いでは可能な限り現況の地形と植生を維持するとと
もに、湧水起源の小水路環境を創出します。また、瀬谷市民
の森等に隣接する既存樹林地の保全を行い、地上式調整池
（調整池４）の周辺には、植栽等により樹林地、湿生草地、
乾生草地、庭園等、農園等を整備します。そのため、景観を
構成する要素や緑被率に現況から大きな変化はないと予測し
ます。 

視認性 ◎→◎ 

現況では、なだらかな丘陵地に樹木や草地等の緑豊かな景観
が広がっています。南側の住宅地及びゴルフ場の奥には瀬谷
市民の森と連続性のある樹林地が視認できます。 
供用時は現況の地形や瀬谷市民の森と連続性のある樹林地を
保全し、湧水起源の小水路環境、草地、樹林地、庭園、農園
等を整備する計画であり、視界を大きく遮る構造物等は存在
しないため、視認性は現況から大きな変化はないと予測しま
す。 

利用性 △→○ 

現況では対象事業実施区域内は関係者以外立ち入ることがで
きませんが、供用時は、ガーデン、体験農園、森の散策路、
パークセンター等が整備され、生物の生息環境保護エリアと
して立ち入りや利用を制限する範囲を除き、公園来園者に広
く利用されるため、利用性が中程度に向上すると予測しま
す。 

注１：価値の変化は、（現況）→（供用時）の順に示しています。 
   また、マークの意味は次のとおりです。 ◎：高い、○：中程度、△：低い 
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表 １５-5 (3) 景観区ごとの価値の変化の程度（和泉川源流域）【見直し後】 

価値軸 認識項目 価値の変化注１ 価値の変化の状況 

固有価値 

固有性 ◎→◎ 

現況では和泉川の源頭部であり、湧水起源の小水路、メヒシ
バ-エノコログサ群落、チガヤ群落、小規模植栽樹林が分布し
ており、和泉川沿いの一部にはチゴザサ、ミゾソバ、ショウ
ブ等の湿生植物も分布しています。瀬谷市民の森に近接する
付近は、ムクノキ－エノキ群落、スギ・ヒノキ植林等のまと
まった樹林地が分布しており、固有性が高いです。 
和泉川沿いでは可能な限り現況の地形と植生を維持するとと
もに、湧水起源の小水路環境を創出します。また、瀬谷市民
の森等に隣接する既存樹林地の保全を行い、地上式調整池
（調整池４）の周辺には、植栽等により樹林地、湿生草地、
乾生草地、庭園等、農園等を整備します。そのため、固有性
に現況から大きな変化はないと予測します。 

親近性 △→○ 

現況では対象事業実施区域内は関係者以外立ち入ることがで
きませんが、供用時は、ガーデン、体験農園、森の散策路、
パークセンター等が整備され、生物の生息環境保護エリアと
して立ち入りや利用を制限する範囲を除き、公園来園者に広
く利用され、親しまれるため、親近性が中程度に向上すると
予測します。 

注１：価値の変化は、（現況）→（供用時）の順に示しています。 
   また、マークの意味は次のとおりです。 ◎：高い、○：中程度、△：低い 
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１６ 触れ合い活動の場の保全措置について 
触れ合い活動の場の予測・評価において、本事業において新たな桜の名所づくり及び各地区において

環境学習や自然体験などが行える自然との触れ合いの拠点の形成を進めることから、新たな触れ合い活

動の場が創出されるとして検討しています。これらの新たな桜の名所づくり及び環境学習、自然体験の

観点での新たな触れ合い活動の場の創出について検討した内容は、次に示すとおり環境保全措置におい

て修正します。また、桜並木の立地に関する検討状況も含んだ新たな桜の名所づくりに関する計画は、

ｐ.68～70 に示すとおりです。 

 

表 １６-1  環境の保全のための措置 

区分 環境の保全のための措置 

【工事中】 

工事用車両の走行 

・工事の内容、作業期間、アクセス経路等について、可能な限り早
期に周知を行います。 

・工事用車両の出入口付近に、誘導員を配置し、一般通行者・一般
通行車両の安全管理や通行の円滑化に努めます。 

・工事用車両の運転者に対する交通安全教育を十分に行い、規制速
度、走行ルートの厳守を徹底します。 

・工事区域境界には仮囲いを設置します。 
【供用時】 

施設の存在・土地利用の変

化、来園車両等の走行 

・瀬谷市民の森等との連続性に配慮して、対象事業実施区域内に可
能な限り緑地を創出します。 

・公園内に、周囲に桜があり、人が集まることで空間と一体となっ
てお花見ができるような、広大なサクラ広場（草地広場）を整備
し、地域の祭りやイベントに活用するとともに、公園のシンボル
となる主要な園路沿いにソメイヨシノの並木の配置、花の色や開
花時期の異なる多様な品種の桜の植栽を行うことにより、新たな
桜の名所づくりを進めます。 

・また、中央地区は植物や環境などに関する学びを発信する場とし
て、北地区はアウトドア体験施設として、地産地消を活用した飲
食・物販施設などを導入し、自然と共生しながら、賑わいを創出
する場として、東地区は自然体験や農体験などを通して、自然と
暮らしが調和する持続可能なライフスタイルの発信や自然ととも
にある心地よさや喜びを感じながら、森林浴や地域の自然をいか
した自然観察や環境学習などを行う地区としてそれぞれ整備し、
環境学習や、自然体験という観点における新たな自然との触れ合
いの拠点づくりを進めます。 

・公園職員やその他業務関係者等は、可能な限り公共交通機関を利
用した通勤とすることで、自動車での来園を少なくするよう配慮
します。 

・マイカー以外の交通手段の利用促進のため、利用者に対し、ホー
ムページでの周知等を行います。 

・自転車利用者の利便性の確保のため、駐輪場を各地区の駐車場近
傍等に整備します。 

・公園職員、その他業務関係者、来園者等に車両の安全な利用を促
進する活動を行います。 

注１：太字下線部：準備書からの変更点を示しています。 
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１７ 施設の運営に伴う温室効果ガスの排出量について 
本事業の施設の運営に伴い発生が想定される温室効果ガス（二酸化炭素）の総排出量は、1,564 tCO 

2/年と予測しますが、表 １７-1 及び図 １７-1 に示すとおり、横浜市の 2020 年温室効果ガス総排出量の

速報値（実排出）（総排出量：1,647.5 万 tCO 2/年）に対して、本事業の施設の運営が該当する業務部門

の温室効果ガス排出量（312.5 万 tCO 2/年）に対する本事業の施設の運営に伴う温室効果ガス排出量

（1,564 tCO 2/年）の割合は、0.05%に相当します。 

また、横浜市役所が行う事務及び事業に関する事業別の温室効果ガスの排出量（2013 年度）及び目標

排出量（2030 年度）は、表 １７-2 及び図 １７-2 に示すとおりです。市役所の削減は、2013 年度から

2030 年度までに、温室効果ガス排出量を市役所全体で 50%、庁舎等で 72%削減することを目標として

おり、庁舎等の温室効果ガスの目標排出量（2030 年度）に対して、本事業の温室効果ガス（二酸化炭素）

の総排出量の割合は 3.191％となることから、今後、詳細な設備計画の検討にあたっては、法令、実行

計画（市役所編）の目標・内容に沿って、高効率機器（変圧器、全熱交換機等）を採用し、照明や空調

機を省エネ制御することに加え、環境保全措置として、新しい技術も含めて検討したうえで、省エネル

ギー型製品や、太陽光等の再生可能エネルギー施設の設備等の積極的な導入、グリーン電力調達制度に

基づく電力調達、機器・設備等の運用改善、電気自動車の充電設備の導入、ホームページで公共交通機

関の利用の呼びかけ等を実施し、さらなる消費エネルギー並びに二酸化炭素排出量の削減に努める計画

とします。 
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表 １７-1  横浜市の部門毎の温室効果ガス排出量（2020 年度速報値） 

及び本事業の施設の運営に伴う温室効果ガス排出量とその割合 

項目 

横浜市の部門毎の温室
効果ガス排出量 

（2020 年度速報値） 

本事業の施設の運営
に伴う温室効果ガス
年間排出量の割合 

（tCO2/年） （％） 
二酸化炭素 家庭部門 4,724,000 ― 

業務部門 3,125,000 0.050 
産業部門 1,591,000 ― 

エネルギー転換部門 3,029,000 ― 
運輸部門 3,169,000 ― 

廃棄物部門 456,000 ― 
本事業の施設の運営に伴う温室効果ガス排出量 1,564 ― 

注１：網掛けは、本事業が該当する部門を示す。 

 

 
注１：赤枠は、本事業が該当する部門を示す。 
 

図 １７-1 横浜市の部門毎の温室効果ガス排出量（2020 年度速報値） 

及び本事業の施設の運営に伴う温室効果ガス排出量 

  

(千 tCO2/年) 
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表 １７-2  横浜市役所の事業別の温室効果ガスの排出量（目標排出量）及び 

本事業の施設の運営に伴う温室効果ガス排出量とその割合 

項目 

横浜市役所の温室
効果ガス排出量 
（2013 年度） 

本事業の施設の
運営に伴う温室
効果ガス年間排

出量の割合 

横浜市の温室効果
ガス目標排出量 
（2030 年度） 

本事業の施設の
運営に伴う温室
効果ガス年間排

出量の割合 
（tCO2/年） （％） （tCO2/年） （％） 

庁舎等 173,000 0.904 49,000 3.191 
主要事業 一般廃棄物処理事業 328,000 ― 164,000 ― 

下水道事業 181,000 ― 90,000 ― 
水道事業 68,000 ― 32,000 ― 

高速鉄道事業 50,000 ― 40,000 ― 
自動車事業 34,000 ― 32,000 ― 
教育事業 61,000 ― 38,000 ― 
病院事業 21,000 ― 15,000 ― 

本事業の施設の運営に伴う温
室効果ガス排出量 

1,564 ― 1,564 ― 

注１：網掛けは、本事業が該当する事業分類を示す。 
 

 
注１：赤枠は、本事業が該当する横浜市の事業分類を示す。 

 

図 １７-2  横浜市役所の事業別の温室効果ガスの排出量（目標排出量）及び 

本事業の施設の運営に伴う温室効果ガス排出量 

 

  

(千 tCO2/年) 
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１８ グリーン電力調達制度について 
横浜市グリーン電力調達制度は、「小売電気事業者の電力供給事業における環境配慮の状況について、

下表に示す『環境配慮評価項目』に基づき評価を行い、毎年一定の基準を満たした事業者が横浜市との

契約資格を有するものとする制度」であり、「横浜市役所が発注する全ての電力調達」に適用されるも

のとしています。なお、一定の基準を満たした事業者とは、表 １８-1 に示す「環境配慮評価基準」によ

り算定した評価点の合計が 50 点以上の小売電気事業者であり、契約資格を有することとなります。 

本公園の管理にあたっては、さらなる消費エネルギー並びに二酸化炭素排出量の削減に向けて、一定

の基準（評価点）を満たす事業者より電力調達を行う仕組みとなるよう対応する予定です。 

 

表 １８-1  環境配慮評価基準 

環境配慮評価項目 内容 配点等 

二酸化炭素基礎排出係数 地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産
業大臣により公表されている二酸化炭素排出係数（基
礎排出係数） 

60 

再生可能エネルギーの導入状況等 FIT 法で定める「再生可能エネルギー」の導入状況
や、発電に利用した工場の廃熱等の「未利用エネルギ
ー」の活用状況の、供給電力量に占める割合 

40 

合計 100 

 

 

 

 




